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日本の路面電車ルネサンスの知られざる側面

―― 富山市と宇都宮市の行政組織の変容と，上位水準との同一目的的協働の不可避性

田　村　伊知朗

北海道教育大学教育学部函館校・政治学研究室

Unbekannte Aspekte der japanischen Renaissance der Straßenbahn in der späten 
Moderne. Die Transformation der Verwaltungsorganisationen der 
Gemeinderegierungen von Toyama-Stadt und Utsunomiya-Stadt �

und die Unvermeidlichkeit einer zweckgleich ausgerichteten Zusammenarbeit �
mit den höheren Ebenen

TAMURA Ichiro

Department of Political Science, Hakodate Campus, Hokkaido University of Education

Deutsche Zusammenfassung über die japanische Renaissance der Straßenbahn

Die japanische Renaissance der Straßenbahn entfaltete sich um die Jahrhundertwende in 
den beiden Städten Toyama und Utsunomiya. Zuerst wird die Fallstudie von Toyama 
behandelt. In diesem geographischen Gebiet waren die drei Ebenen, d.h. die zentrale 
Regierung, die Präfektur und die Stadt auf das gleiche Ziel ausgerichtet. Vor allem soll 
darauf hingewiesen werden, dass ein nationaler bautechnischer Beamte mit einem 
Magisterabschluss aus dem Ministerium für Land und Verkehr zum stellvertretenden 
Bürgermeister für städtische Angelegenheiten berufen wurde. Dies spielte eine wesentliche 
Rolle bei dieser Renaissance in Toyama.
Zweitens wird auf den Fall von Utsunomiya Bezug genommen. Ursprünglich zielten die 

drei Ebenen der Verwaltungsorgane, d.h. das zentrale Ministerium, die Präfektur Tochigi 
und die Stadt Utsunomiya in der mehrstufigen Struktur in die gleiche Richtung, um die 
zukünftige Renaissance der Straßenbahn unverzüglich einzuleiten. Doch plötzlich 
verkündete die Präfekturregierung, dass sie sich an diesem historischen Unterfangen nicht 
mehr beteiligen wolle. 
Um aus der Sackgasse herauszukommen, trat der Bürgermeister der Stadt von seinem 

Amt zurück und wurde zum Kandidaten bei der Wahl für das Amt des Gouverneurs der 
Präfektur. Die Entscheidung zwischen Zustimmung für und Widerstand gegen den weiteren 
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Ausbau der Straßenbahn wurde so zu einem der maßgebenden Themen dieser Wahl. Das 
Wahlergebnis bedeutete die Erweiterung der neuen Trasse, womit der gewünschte Erfolg 
erzielt war. 
Der ehemalige Bürgermeister der Stadt, der sich um die Förderung des neuen 
Verkehrssystems bemüht hatte, wurde der neue Gouverneur der Präfektur. Wie Toyama 
berief auch Utsunomiya einen bautechnischen Beamten vom Ministerium für Land und 
Verkehr zum stellvertretenden Bürgermeister. Mit dieser Einsetzung war ein gutes 
Ergebnis für die Zukunft so gut wie garantiert.
Die weithin unbekannten, in dieser Abhandlung identifizierten Aspekte stellen natürlich 

nur einige der vielen anderen Elemente dar, die die Renaissance der Straßenbahnen in den 
beiden Städten mitgestaltet haben. Jedoch sind diese Faktoren trotz ihrer Unscheinbarkeit 
mit voller Sicherheit unverzichtbar gewesen.

はじめに

本邦における路面電車ルネサンスが，今世紀になって花開いた。1 路面電車の軌道が富山市においてすで
に敷設され，宇都宮市において新たに敷設されようとしている。この意義は，今世紀の都市交通政策史にお
いて顕揚されるべきであろう。なぜなら，広島市等を除外して，現在，多くの都市において残存している路
面電車の路線網は，すでに前世紀初頭に建設されており，明治時代の遺産にしかすぎないからである。対照
的に，富山市と宇都宮市の路面電車ルネサンスは，後期近代に特有の現象である。
本稿は，富山市と宇都宮市の新しい交通政策を再検討する。その際，先行する研究業績が顧慮されねばな
らない。この富山市の路面電車ルネサンスに関する概略は，富山市によってすでに公表されている。2 さらに，
富山市の路面電車ルネサンスに関する今世紀の日本交通政策史における意義づけに関しても，その概略は公
表されている。3 この都市の路面電車の新規敷設に関する都市工学的観点，都市社会学的観点，都市経済学
的観点からの研究は，様々な観点からなされている。
宇都宮市の路面電車ルネサンスに関する研究文献の蓄積は富山市に比べて少ないが，すでにその概略的研
究はほぼ終了している。宇都宮市が，既存の研究成果を統合し，この路面電車ルネサンスに関する詳細な報
告書をすでに公刊している。4 また，都市交通政策を都市工学的観点から考察している学術文献も，すでに
いくつか公刊されている。5

1  本稿では，LRT，ライトレール，路面電車をコンテキストに応じて使用している。内容上の区別はない。
2 富山ライトレール記録誌編集委員会編『富山ライトレールの誕生―日本初本格的LRTによるコンパクトなまちづくり』
鹿嶋出版会，2007年等参照。また，インターネット上において図解された資料が数多く公表されている。例えば，高森長仁・
富山市都市整備部路面電車推進室主幹「富山型コンパクトなまちづくりとESTモデル事業の取り組み」2007年，1-29頁
(PDF)，www.estfukyu.jp/pdf/sohatsu_kyushu3.pdf，2017年2月2日アクセス，等参照。
3 望月明彦・中川大・笠原勤「わが国の公共交通政策における富山ライトレールプロジェクトの意義に関する研究」『都市
計画論文集』第42巻第1号，2007年，63-68頁等参照。
4 宇都宮市新交通システム検討委員会「新交通システム導入に係る『事業・運営方法』と『施設計画』の検討結果報告」
2009年，1-51頁等参照。
5 早川大介・森本章倫・古池弘隆・中井秀信「公共交通指向型開発を既存都市に導入する場合の一考察」『土木計画学研究・
論文集』第24巻第1号，2007年，165-172頁；　水野絵夢，古池弘隆，森本章倫，藤井聡「LRTの導入が高齢者に交通行動
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富山市と宇都宮市の路面電車ルネサンスに関する研究史において，残された課題の一つが，地方自治体の
行政組織の変容を提示することであろう。研究論文の存立要件は，研究史――ここでは富山市と宇都宮市の
路面電車ルネサンスに関する研究史――上の欠落を埋められるか否かにある。当然のことながら，研究史と
いう概念はかなり曖昧性と恣意性を含んでいる。6 本稿はこの研究史における欠落を，都市の行政組織の変
容とその上位水準との関連性において設定している。管見に触れるかぎり，内容的観点だけではなく，形式
的観点からも，このような論点はこれまでの研究史において設定されていない。
この論点が設定された根拠は，行政組織が変化しないかぎり，新規事業を現実社会に基礎づけることはで
きないことにある。また，政府と都道府県という上位水準との関係を抜きにして，基礎自治体の政策を考察
することもできない。地方自治体の行政組織の変容と上位水準との関係に焦点をあてながら，本稿は本邦の
路面電車ルネサンスを再検討してみよう。

第1節　富山市の路面電車ルネサンスの概略

本節では，富山市の路面電車ルネサンスの発端から始めてみよう。1992年に，JR西日本が富山港線を路
面電車化する構想を，富山県に提示した。この路線は，富山駅と富山市北部の富山港を結ぶ行き止まり路線
であった。富山港を中心にした地域は，かつては北前船で栄え，戦前から工業地帯として有名であったが，
前世紀末からその繁栄を失いつつあった。この路線は典型的な地方赤字路線であった。「JR富山港線の鉄道
システム変更」というJR西日本によって富山県に対して提示された文書において，路面電車化のメリット
が単語だけのレジュメ形式において記されている。ほぼ唯一の例外として，文章で述べられている文言が，
次のように記されている。「富山駅高架化計画においてスリム化が可能となり，事業削減が図られる」。7 北
陸新幹線富山駅を建設するために，この赤字路線も高架化される必要があったが，JR西日本はその意思を
持っていなかった。通常の場合，赤字ローカル線はバス路線に転換される。この前例が破棄されて，路面電
車化するという構想が，本邦で初めて提示された。路面電車化が頓挫した場合，JR西日本は，この約10㎞
弱の路線を廃止する意向であった。
このようなJR西日本による富山県への提起を受けて，富山市の路面電車新設への過程が進展し始め
た。8 2000年3月に，富山市公共交通活性化研究会によって「富山市公共交通活性化基本調査報告書」が公
表された。この報告書では，「既存鉄軌道のLRT化による相互直通運転」が明記されている。9 しかし，必ず
しも富山港線のLRT化が詳細に検討されていたわけではない。また，国土交通省の関与という観点から言
えば，建設省北陸地方建設局富山工事事務所調査第二課長と運輸省中部運輸局富山陸運支局輸送課長の2人
が参加している。二人の技官はキャリア技官ではなく，富山市の路面電車ルネサンス総体と直接的に関係し
ていたわけではない。10 

に及ぼす影響に関する意向データ分析」『計画学研究・論文集』第23巻第3号，2006年，687-692頁等参照。
6 田村伊知朗「西欧における「ヘーゲル左派」に関する討論――ハンブルク・1995年」石塚正英編『ヘーゲル左派と独仏
思想界』御茶ノ水書房，1999年，285頁参照。
7 西日本旅客鉄道株式会社「JR富山港線の鉄道システム変更」（1999年2月12日），1頁。
8 富山県は西日本旅客鉄道株式会社の文書に対して，公文書によって如何なる回答書も作成していない。しかし，富山県
が西日本旅客鉄道株式会社に対してその提案を受諾したことは，その後の推移から明らかであろう。（富山県）「公文書非開
示決定通知書（総交第3号，平成30年5月1日）」参照。
9 富山市公共交通活性化研究会「富山市公共交通活性化基本調査報告書」2000年，32頁参照。
10 同上書，2頁参照。
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次に，富山市の路面電車ルネサンスの前提条件に触れてみよう。北陸新幹線富山駅を建設するために，富
山県によって実施されてきた「富山駅周辺連続立体交差事業調査」が，2003年になって初めて採択され
た。11 この調査事業が採択されたことにより，北陸新幹線富山駅の建設が正式に決定された。北陸新幹線富
山駅が高架駅として建設されることにより，在来線の高架化も同時に決定された。その議論過程において，
富山市の路面電車ルネサンスへの途が具現化されることになった。もちろん，この調査の主体は富山県であ
り，富山市は本件に関して関係していない。12 しかし，この事業無くしては，富山市の路面電車ルネサンス
は生じなかったであろう。北陸新幹線整備が鉄道建設・運輸施設整備支援機構によって，富山駅の連続立体
交差事業が富山県によって，そして路面電車の建設が富山市によって実施されることになった。鉄道建設・
運輸施設整備支援機構は国土交通省所轄の独立行政法人である。単純化して言えば，国土交通省，富山県そ
して富山市という三者の行政機構が共に，同一方向を指向していた。
さらに，富山市の路面電車ルネサンスの前提条件を考察するために，ほぼ同時期に進行していた政府部内
において都市計画を総括している国土交通省の改革についても言及してみよう。2001年の中央省庁再編に
よって，この中央官庁は陸海空の運輸つまり鉄道，自動車，港湾，航空等を所管する運輸省，都市計画，社
会資本整備のための建設事業を所管する建設省，国土利用に関する総合行政を担っていた国土庁そして北海
道開発庁の2省2庁が統合されて出現した官庁である。13 公共交通を軸とした街づくりという政策を実施す
るにあたって，運輸省と建設省という二つの巨大官庁の統合は，富山市の路面電車ルネサンスにとって僥倖
であった。すなわち，鉄道（JR西日本・富山港線），路面電車と競合する自動車交通を管轄する運輸省，そ
して都市計画，軌道建設を含む道路建設を管轄する建設省が独自的権益に固執していたと仮定すれば，富山
市の都市構造の変革への構想自体が頓挫していたであろう。

第2節　富山市の路面電車ルネサンスにおける行政組織の変容

富山市の路面電車ルネサンスの前提条件を所与のものにしつつ，富山市の行政組織の変容について述べて
みよう。まず，森雅志が，2002年に富山市長に当選した。彼によって構想された路面電車ルネサンスを具体
化する役職が必要であった。
この問題に従事する専門的官僚が必要とされていた。この問題を考察するために，富山市の助役（現副市
長）職に言及してみよう。その概略は「別表1(1-1, 1-2)」にある。まず，2002年以前は，石田淳助役（52
歳）の1人体制であった。14 彼は自治大臣官房審議官を経て，1990年から2007年まで助役（現副市長）であっ
た。森市長が誕生するまで1人体制であった助役職は，それ以後2人体制になった。新規に採用された助役
が，望月明彦（47歳）であった。彼の前職は，国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課街路事業調整官
であった。15 彼の退任以後，国土交通省都市・地域整備局（現都市局）内における室長および室長級が，本
職に就任した。望月明彦退任以後，笠原勤（47歳），廣瀬隆正（48歳），神田昌幸（51歳）そして中村純現副
市長（50歳）に至るまで，国土交通省の技官が本職に就任している。彼らの専攻は土木工学であり，その就
任時期は概ね50歳前後である。また，その在職年数は，3年という限定された時間であった。彼らは副市長

11 富山駅における連続立体交差事業と北陸新幹線整備が，2019年に同時に施工された。富山県「富山駅付近連続立体交差事
業について」，http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1506/kj00003011-002-01.html，2019年10月26日アクセス，参照。
12 2017年3月14日，富山市都市整備部路面電車推進課とのヒヤリング。
13 「国土交通省の役割」『国土交通省』，http://www.mlit.go.jp/about/index.html，2019年10月9日アクセス，参照。
14 括弧内の年齢は，当職就任時の年齢を示している。以下も同様である。
15 「別表1(1-1)　富山市副市長（国土交通省出向者）」参照。
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退任以後，国土交通省都市・地域整備局（現都市局）に復帰し，数年の時間が経過した後，都市・地域整備
局（現都市局）内の課長職に就任した。その年齢は概ね55歳前後であった。
なお，自治省出身の石田淳副市長退任以後において，総務省（旧自治省）出向者ではなく，富山市役所入
庁者が昇格して副市長になった。国家官僚による地方自治体の副市長の出向元は，総務省（旧自治省）から
国土交通省（旧建設省）に移行した。16 
総務省ではなく，国土交通省都市・地域整備局（現都市局）との関係性が，この都市の路面電車ルネサン
スを行政的に支えた。もちろん，本稿は，中央官庁と地方自治体の人事交流を批判しているのではない。む
しろ，地方自治体が主体となり，都市交通政策史において特筆されるべき事業を実施するためには，中央官
庁との人事交流が不可避になるからだ。もし，政府，ここでは国土交通省都市・地域整備局（現都市局）が
関与しなければ，自治体独自の政策実現は不可能と考えられている。富山市の路面電車ルネサンスは，日本
の交通政策を根源的に変革する可能性を持っている。「このプロジェクトの意義は，単なる新しい交通シス
テムの開業ということにとどまらず，わが国のこれからの公共交通のあり方や，交通政策と都市政策の関連
などの面から多くの新しい方向性を提示している」。17 富山市における路面電車ルネサンスは，これまでの
都市内の公共交通の存在形式，ひいては公共性の存在形式を根源的に変革する可能性を持っている。
本邦における路面電車ルネサンスという事象は，今世紀になって初めて少数の都市空間で生じたにすぎな
い。逆に言えば，多くの都市は，路面電車ルネサンスを拒絶している。都市構造の変革への志向性が前提に
なる。本稿において問題にしている課題，すなわち都市の本質な構造総体の変革という政策を実施する際に
は，その総括的な政策基盤を有している国土交通省からの積極的な支援を必要としていた。ここでは，どの
ような国土交通省との人事交流が路面電車ルネサンスにとって必要かを，より詳細に再検討してみよう。
富山市は，国土交通省からキャリア官僚つまり室長あるいは室長級を助役（現副市長）に招聘している。
その過程に触れてみよう。富山市は，青山俊樹技監に対して割愛願いを2002年6月14日に提出している。そ
の具体的人員の特定は技監の裁量に依存している。18 6月18日にその回答を得ている。19 技監が，多数の技
官のうちから望月明彦を選出した。技監は，技官の人事しか統御できない。
富山市は，数日で国土交通省から回答書を得ている。国土交通省と地方自治体の間における政治折衝が，
割愛願いの提出の前に，ほぼ確実に存在していた。地方自治体による中央官庁に対する依頼文書が，実質上，
数日後にすぐさま回答されることは，ありえないからである。国土交通省は，この折衝期間においてこの都
市における路面電車ルネサンスの可能性を吟味していた。もちろん，この自治体が国土交通省とどのような
交渉を実施したかを，ここで言及することはできない。この交渉過程が公文書に記載されていないからであ
る。
富山市は技官を招請することを前提にして，国土交通省に割愛願いを提出した。なぜ，富山市は事務官で
はなく，技官を副市長に招請したのか。技官と事務官は，国家公務員の官職名を規定している国家行政組織
法において明白に区別されている。20 この差異も，都市工学的視点から，街づくりを考える際に示唆的であ
る。事務官は，交通政策一般において軌道の役割を抽象的に考察する傾向にある。つまり，公共交通を路面
電車だけに限定的に考察するのではなく，より全般的観点から考察する傾向にある。対照的に，技官は軌道

16 「別表1(1-2) 富山市副市長（国土交通省出身者以外）」参照。
17 望月明彦・中川大・笠原勤「わが国の公共交通政策における富山ライトレールプロジェクトの意義に関する研究」前掲書，
63頁。
18 職（富山市）第119号 (2002年6月14日) 参照。
19 国官技（国土交通省）第62号 (2002年6月18日) 参照。
20 国家行政組織法・昭和25年改正法附則第2項参照。
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の役割をより具体的に考察する傾向にある。この事実は後の路面電車ルネサンスの成否に影響を与えたこと
を否定する根拠もない。今後，富山市の文書において，技官を選択した根拠が解明されるであろう。21

次に，路面電車に関する富山市の行政組織改革に触れてみよう。22 2001年に都市整備部新幹線等交通政策
課が設置された。しかし，この部署は，主として路面電車ではなく，あくまでも北陸新幹線新駅をめぐる業
務に従事していた。2001年の段階において，総員9名のうち，課長級7名，一般職員2名であった。この組
織形態は，通常の官僚組織の組織形態である位階制秩序とは異なっていた。つまり，上位権能者が下位権能
者よりも数多いという逆ピラミッド型組織形態が形成されていた。実効性豊かな行政組織，より一般化すれ
ば実効性豊かな組織は，位階制的組織形態を採用している。位階制的組織からほど遠い組織は，未だ組織と
は言い難いであろう。また，職員全員が専従職員ではなく，兼担職員であった。
「富山駅周辺連続立体交差事業調査」が採択された2003年以降に，富山市の行政組織が改革された。「富
山港線路面電車化検討委員会」が設置され，都市整備部新幹線等交通政策課は，都市整備部新幹線・富山駅
周辺整備課と改称された。未だ，この路面電車に係わる担当部署の人員は，総員10名，課長級7名，一般職
員3名であったが，すべて兼担職であった。2004年になって初めて，都市整備部富山港線路面電車化推進室
が設置され，兼担職員4名に加えて，初めて専任職員2名が配置された。富山市の路面電車ルネサンスが，
行政組織的に基礎づけられた。
最後に，富山市の副市長以外の特別職出向人事に触れておこう。この市は，特別職として富山市政策監を
2012年から設置している。本職は，市長秘書という役割を担い，経済産業省出向者によって占められてい
る。23 彼らの経歴から考察すれば，本職は広義の街づくりに関与している。その役割の中心は，都市の環境
問題を改善することにある。24 中心市街地の動力化された個人交通が，路面電車ルネサンスによって減少す
ることによって，都市の生活質は向上する。富山市における路面電車ルネサンスも，交通政策にとどまらな
い自然環境と調和した都市計画の一環として位置づけられている。

第3節　宇都宮市の路面電車ルネサンスにおける行政組織の変容

このような富山市の路面電車ルネサンスを背景にして，宇都宮市の路面電車ルネサンスが花開こうとして
いる。宇都宮市中心街と，宇都宮市東部ならびに宇都宮市に隣接している芳賀町にある工業団地を結ぶ東西
約15㎞にわたって，路面電車の軌道が建設されようとしている。
本事業は，既存の鉄道施設を前提にしていない。片側2車線から構成されている既存道路の1車線が廃棄
されて，新たに軌道が敷設される。宇都宮市の路面電車ルネサンスは，富山市の路面電車ルネサンスと並ん
で，否，それを凌駕する意義を有している。後者が廃線の危機にあった富山港線を路面電車に転換したこと
と対照的に，前者は既存の鉄道敷地のない道路空間に新たに路面電車の軌道を敷設しようとしているからで

21 高松市も富山市とほぼ同時期に路面電車ルネサンスを企図していた。この都市は，武藤浩大臣官房人事課長に対して「ま
ちづくりに精通し，企画部門での経験豊富な貴省道路局総務課企画官　金井甲氏」を特定して，2007年6月22日に副市長割
愛願いを提出している。（高人（高松市）第46号 (2007年6月22日)参照）。すなわち，技官ではなく，事務官を助役に招請
している。
22 「別表3(3-1)　富山市役所内のLRT化対応部署」（2017年3月14日，富山市都市整備部路面電車推進課とのヒヤリング）
参照。
23 「別表1(1-3)　富山市政策監(経済産業省出向者)」参照。
24 富山市「富山市政策監の任命について」『平成27年4月17日臨時市長記者会見』，http://www.city.toyama.toyama.jp/
data/open/cnt/3/14194/1/20150417kaikensiryou.pdf，2017年2月2日アクセス。
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ある。まさに，本邦の路面電車ルネサンスの精華というべきであり，ドイツの路面電車ルネサンスに匹敵す
る構想であろう。25 まさに片側1車線を廃棄することによって，動力化された個人交通が削減される。結果
として，交通縮減が実現される。
まず，この都市における路面電車ルネサンスの具体的過程に触れておこう。本事案は，1996年に策定され
た「宇都宮都市圏の都市交通マスタープラン」にその端緒を持つ。26 2002年には栃木県と宇都宮市が合同で，
「新交通システム導入基本計画策定調査」を実施し，2003年3月にはその報告書を公表している。27 両者は
共に，路面電車ルネサンスへ向けて歩み出していた。栃木県も路面電車ルネサンスに対して積極的であった
ことは，その組織形式からも推論できる。1993年から1998年までの路面電車に関する部署は，県土整備部交
通対策課交通企画担当だけであったが，1999年には，この部署に加えて，都市計画課施設計画担当係が加わっ
た。また，2000年には，交通対策課交通企画担当は，交通対策課新交通システム担当へと名称を変更した。28  
宇都宮市の路面電車ルネサンスを実現する方向性と，栃木県も軌を一にしていた。
しかし，福田昭夫が知事職にあった時期の末期，とりわけ2003年中旬以降には，栃木県と宇都宮市の関係
が悪化し，路面電車ルネサンスの萌芽がかなり停滞していた。栃木県は宇都宮市と協働して，上述のように，
「新交通システム導入基本計画策定調査（概要）報告書」を公表している。しかし，福田昭夫知事が2003年
6月の県議会における答弁において，この報告書を次のように酷評した。「県の報告書が出たからといって，
それを真に受けてやるわけにはいかない」。29 路面電車の予定線の区間における公共交通は，バスだけで十
分であり，巨額の資金を投入して路面電車の軌道を敷設する必要はないと宣言した。行政組織総体として栃
木県は，路面電車ルネサンスを実現する方向でこれまで進んでいた。栃木県議会の多数派も，路面電車ルネ
サンスを推進しようとしていた。しかし，栃木県知事がこれまでの行政の方向性を否定するかぎり，新たな
政策は実現されない。
路面電車の軌道を新規に敷設することに関して，栃木県は，2003年9月に宇都宮市に対して，「新交通シ
ステムの今後の進め方について」を提示した。「今後5年間程度は整備スケジュールを凍結」するA案と，「LRT
事業は，宇都宮市が主体になって進める」B案という二つの選択肢が，提示された。30 栃木県は，路面電車
ルネサンスに関与しないことを事実上，宣言した。県議会多数派と対立しながらも，栃木県は路面電車ルネ
サンスを阻止しようとした。栃木県の総体的意思は，県議会ではなく，県知事の命令によってその業務が遂
行される行政組織にあった。議会の意思は，予算を伴わない事案に関してほぼ無力であった。
栃木県によるこの宣言は，栃木県の行政組織の変容にもつながる。2003年12月には，「来年度の組織再編
に向けて，県は交通対策課内に置く新交通システム担当（LRT）係をなくす方向で検討していることが16
日（2003年12月16日），分かった」。31 2004年になると，宇都宮市の路面電車ルネサンスに対する栃木県の姿
勢は，かなり後退した。市町村という空間を変革する主体は，直接的には基礎自治体である。しかし，地方

25 ドイツの路面電車ルネサンスについては，田村伊知朗「後期近代における公共性の存在形式――公共交通における路面電
車ルネサンスの政治思想的基礎づけを中心にして」『北海道教育大学紀要 (人文科学・社会科学編)』第66巻第2号，2016年，
61-72頁参照。
26 宇都宮市総合政策部LRT整備推進室「宇都宮市が目指す公共交通ネットワークの構築と東西基幹公共交通（LRT）」『運
輸と経済』第73巻第11号，2013年，62頁参照。
27 栃木県・宇都宮市「新交通システム導入基本計画策定調査報告書（概要）」2003年3月，1-11頁（PDF），https://www.
city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/088/kihonkeikaku.pdf，2019年10月10日アクセス。
28 「別表5(5-1)　栃木県庁内のLRT化対応部署」（2018年3月14日，栃木県県土整備部交通政策課とのヒヤリング）参照。
29 『朝日新聞』（栃木県版）「新交通導入を福田知事ばっさり『決断できる報告ではない』」2003年6月20日，31面。
30 「新交通システムの今後の進め方について　平成15年9月」（栃木県）参照。
31 『朝日新聞』（栃木県版）「LRT担当を縮小　来年度の組織再編で県，知事の意向検討」2003年12月17日，35面。
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都市が，都道府県という上位水準の意向と決定的に異なる独自の政策を実施することは，不可能であろう。
政策決定要因における根源的要素は，より上位の水準にあるからだ。
富山市の場合，路面電車ルネサンスの発端は，JR西日本と富山県の関係にあった。富山県への提案に基
づき，富山市が路面電車ルネサンスへの途を歩み始めた。路面電車ルネサンスを実現する方向性をめぐって，
富山市と富山県の間に齟齬はなかった。対照的に，路面電車ルネサンスを推進しようとする福田富一・宇都
宮市長と，路面電車ルネサンスの実現に消極的な福田昭夫・栃木県知事の間に，2003年中旬以降かなり距離
が生じていた。
この停滞状況を打破するために，2003年に再選されたばかりの福田富一・宇都宮市長が，2004年に市長職
を辞し，栃木県知事に立候補した。当然のことながら，路面電車ルネサンスに対する是非が，この選挙にお
ける争点の一つになった。32 路面電車ルネサンスを推進しようとしていた福田富一が知事となった。また，
宇都宮市長には，福田富一の後継者，佐藤栄一が当選した。彼は，「新交通システム（LRT）など前市長が
やり残した事業の完成を約束」した。33 これ以後，栃木県と宇都宮市は共に，路面電車ルネサンスに向けて
歩み出すことになる。　
さらに，福田富一が知事となった時期とほぼ同時期に，政府そして国土交通省の路面電車ルネサンスへの
指向性が明白になった。国土交通省都市・地域整備局都市計画課交通調査室が，2005年に「まちづくりと一
体になったLRT導入計画ガイダンス」を公表した。34 都市計画とりわけ地方都市の都市計画において，公共
交通がその中核として位置づけられた。とりわけ，路面電車が公共交通政策に不可欠の媒体として位置づけ
られた。つまり，都市・地域整備局（現都市局）を中心にした旧建設省のヘゲモニーのもとで，街づくりに
おける路面電車の役割が明瞭になった。
宇都宮市における近年の行政組織改革に触れておこう。35 2006年には総合政策部において，LRT導入推進
室が設置されていた。それ以前には，LRT導入に関する専任職員は配置されておらず，兼担職員がその任
に当たっていた。LRT導入推進室は，副参事（次長級）1人，室長（課長級）1人，課長補佐1人，係長
1人，総括職員（係長補佐級）2人，それ以外の一般職員5人から構成されていた。LRT導入推進室は，
ほぼ同様な人員体制によって2009年まで維持されていた。
このような行政組織改革に基づき，2007年に，「新交通システム導入課題の検討結果報告書」が作成され
た。36 次いで，2009年に，「新交通システム導入に係る『事業・運営手法』と『施設計画』の検討結果報告」
が提示された。37 なお，関東地方整備局建政部都市整備課長と関東運輸局企画観光部交通企画課長という2
人が，国土交通省の出先機関の職員としてこの二つの検討委員会に参加していた。
しかし，2010年になって国政において民主党政権が成立したことにより，このような路面電車ルネサンス
への途が停滞し始めた。「コンクリートから人へ」という標語によって，民主党政権は，広義の都市建造物
の新設から距離を置こうしていた。国家の総体的意思の変化が都市の政策を規定していた。路面電車の軌道
敷設も，都市構造物の範疇に属しているとみなされていた。

32 『読売新聞』（栃木県版）「〔検証・福田県政〕（上）議会に生まれた緊張感」2004年10月8日，32面参照。
33 『朝日新聞』（栃木県版）「佐藤栄一氏，2氏をかわし初当選　宇都宮市長選」2004年11月29日，37面。
34 国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室編「まちづくりと一体となったLRT導入計画ガイダンス」2005
年，1-157頁 (PDF)，http://www.mlit.go.jp/crd/tosiko/guidance/pdf/00all.pdf，2018年2月4日アクセス，参照。
35 「別表4(4-1)  宇都宮市役所内のLRT化対応部署」（2018年3月14日，宇都宮市行政経営部人事課とのヒヤリング）参照。
36 新交通システム導入検討委員会（宇都宮市）「新交通システム導入課題の検討結果報告書」2007年参照。
37 新交通システム検討委員会（宇都宮市）「新交通システム導入に係る『事業・運営手法』と『施設計画』の検討結果報告」
2009年参照
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政権交代によって地方自治体の行政組織も変化した。LRT関連部署は総合政策部内組織から，総合政策
部交通政策課内組織に移行した。その名称も，新交通システム推進室に変更された。LRTという名称が，
宇都宮市の行政組織から消失した。但し，その内実はほとんど変更なかった。室長1名，係長1名，総括職
員（係長補佐級）1名，一般職員2名の専従職員が，新交通システム推進室にも配置されていた。それは，
政権交代以前とほぼ同様な人事配置であった。自由民主党が再び政権復帰することを，宇都宮市が想定して
いたのかもしれない。
そして，2012年に自由民主党が国政に復帰した。宇都宮市の新交通システム推進室の組織形式も2010年以
前に戻り，路面電車ルネサンスへの途が開けた。2013年に，「東西基幹公共交通の実現に向けた基本方針」
が採択された。38 本文書の作成主体は，これまでのような検討委員会ではなく，宇都宮市である。この都市
の路面電車ルネサンスの骨格が，宇都宮市によって市民社会に提示された。
政府そして国土交通省も，路面電車ルネサンスを積極的に支援することになった。国土交通省都市・地域
整備局（現都市局）と地方自治体の関係に関して，前節と重複している論点を省略しつつ，宇都宮市の路面
電車ルネサンスを支えた副市長人事に言及してみよう。2013年まで2人いた副市長，すなわち高井徹，横松
薫はともに前総合政策部長であり，宇都宮市役所入庁者であった。39 「東西基幹公共交通の実現に向けた基
本方針」が公表された同じ年に横松薫が退任し，副市長に荒川辰雄・都市局街路交通施設課街路事業調整官
（49歳）が任用された。40 この国土交通省出向者による副市長人事は，ほぼ富山市の事例と共通点を持って
いる。
富山市と同様に，その任命過程に言及してみよう。宇都宮市は，副市長への割愛願いを2013年3月13日に
国土交通省技監に提出している。その具体的人員の特定は技監の裁量に依存している。41 3月15日にその回
答を得ている。42 技監が，多数の技官のうちから荒川辰雄を選出した。国土交通省からの初代の副市長出向
者は，都市局街路交通施設課街路事業調整官という前職を持ち，富山市の国土交通省からの初代出向者，望
月明彦と同様な経歴を有していた。彼が退任した2016年に，同様な経歴を持っていた吉田信博（50歳）がそ
の後任になった。宇都宮市と富山市の間に，副市長の任命過程において差異はない。もし，栃木県と宇都宮
市の間に，路面電車ルネサンスに関する方向的齟齬があれば，このような国土交通省都市局と宇都宮市との
人事交流も実現しなかったであろう。
さらに，総合政策部LRT導入推進室だけではなく，建設部土木管理課がLRTに関する部署を担うことに
なった。そして，2015年には建設部LRT整備室が設置され，この部署が専権的にLRTに関する事項を所轄
することになった。この組織は，室長1名，係長4名，総括職員5名，一般職員12名から構成されている。43

2016年には路面電車敷設に対する事業，つまり軌道運送実施計画が，国土交通省によって認定された。
2017年に，本事業のための用地取得，つまり軌道法に基づく工事施行が宇都宮市によって申請された。国土
交通省による工事施行認可が，2018年に出た。44

2018年現在でも，建設部LRT整備室の陣容は変化なく継続している。また，特筆すべきことは，建設部
建設用地室がLRT建設のために設置されたことである。この組織は，室長1名，係長1名，総括職員2名，

38 宇都宮市「東西基幹公共交通の実現に向けた基本方針」2013年，参照。
39 「別表2(2-2)　宇都宮市副市長（国土交通省出向者以外）」参照。
40 「別表2(2-1)　宇都宮市副市長（国土交通省出向者）」参照。
41 宮人（宇都宮市）第1025号(2013年3月13日)参照。
42 国官技（国土交通省）第268-1号(2013年3月15日)参照。
43 「別表4(4-1)　宇都宮市役所内のLRT化対応部署」（2018年3月14日，宇都宮市行政経営部人事課とのヒヤリング）参照。
44 『朝日新聞』（栃木県版）「LRTを国認可，今月着工　宇都宮市長，西延伸に言及」2018年3月21日，29面。
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一般職員7名から構成されている。LRTの用地取得認可に向けて，その具体化が進展している。
このように，宇都宮市の路面電車ルネサンスへの途は，上位水準つまり栃木県そして政府との関係におい
て停滞した場合もあれば，活性化した場合もあった。路面電車ルネサンスという日本都市交通政策史におけ
る特筆されるべき政策は，政府と都道府県という上位水準との関係性において構築されてきた。もちろん，
形式上の都市構造の変革の主体は，基礎自治体である。しかし，その上位水準との同一目的的協働を前提に
して初めて，都市交通の根源的変革が可能になろう。

おわりに

これまで，路面電車ルネサンスを実現した富山市と宇都宮市の事例に基づき，その行政組織の変容の一端
に触れてきた。地方自治体と国土交通省都市・地域整備局（現都市局）との人事交流も，路面電車ルネサン
スと関係していることを否定できないであろう。富山市の事例を用いれば，都市構造における路面電車を新
たな都市交通政策において正当に位置づけるという国土交通省の意思が明確になっていなければ，あるいは
富山市と国土交通省の関係が悪化していれば，日本の都市政策史に特筆される事象は生じなかったであろう。
また，宇都宮市の事例を用いれば，「コンクリートから人へ」という国家意思を標榜していた民主党政権が
現在まで政権を維持していれば，あるいは栃木県が路面電車の新規敷設に対して消極的であれば，都市構造
の根源的改革という試みは挫折していたであろう。
さらに，一般化すれば，地方自治体と政府の関係だけではなく，公共交通そして公共性に対する市民意識，
あるいは動力化された個人交通による自然環境破壊に対する市民意識等を含めれば，都市構造の変革という
概念は，個人研究では把握できないほど多数の要素から構成されている。路面電車ルネサンスの条件として
自明の前提であるかのようにみなされている要素を含めれば，構成要素の数はより増大するであろう。例え
ば，JR西日本が廃線の危機にあった地方赤字路線をバス路線に転換することを選択していたと仮定すれば，
そもそも富山市の路面電車ルネサンスは生じなかったであろう。
本稿によって抽出された要素も，本邦の二つの都市における路面電車ルネサンスを構成する多数の要素の
一部にすぎないが，その一つであることも確かであろう。基礎自治体と，国土交通省と都道府県という上位
水準との関係は，路面電車ルネサンスの無数の構成要素のなかの一つにすぎない。しかし，不可欠の要素で
あった。

（2019年12月31日脱稿）
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添付資料（2018年3月31日現在）
1.富山市の事例
別表1(1-1)　富山市副市長（国土交通省出向者）

在職年 氏名 就任時
年齢 国土交通省内前職（出向除外） 国土交通省

課長職 備考

-2002年 無

2002-2005年 望月明彦 47歳 都市・地域整備局街路交通施
設課街路事業調整官

2011年都市局市
街地整備課長

京都大学大学院工学研究科
土木工学専攻修士課程修
了，1981年建設省入省

2005-2008年 笠原　勤 47歳 都市・地域整備局都市計画課
都市交通調査室長

2013年都市局都
市安全課長

東京工業大学工学部土木工
学科卒業，1981年建設省入
省

2008-2011年 廣瀬隆正 48歳 都市・地域整備局街路交通施
設課街路事業調整官

2013年都市局市
街地整備課長

東京工業大学工学部土木工
学科卒業，1982年建設省入
省

2011-2014年 神田昌幸 51歳 都市・地域整備局まちづくり
推進課都市総合事業推進室長

2015年都市局街
路交通施設課長

京都大学大学院工学研究科
土木工学専攻修士課程修
了，1986年建設省入省

2015-　　年 中村　純 50歳 都市局まちづくり推進課官民
連携推進室長

東京大学工学部卒業，1987
年建設省入省

別表1(1-2)　富山市副市長（国土交通省出向者以外）

在職年 氏名 就任時
年齢 前職 後職 備考

1990-2007年 石田　淳 52歳 自治大臣官房審議官 東京大学法学部卒業，1963
年自治省入省　

2007-2011年 杉原信介 63歳 富山市収入役 富山市役所入庁

2011-2016年 老月邦夫 62歳 富山市上下水道事業管理者 富山市役所入庁

2016-　　年 今本雅祥 61歳 富山市企画管理部長 富山市役所入庁

別表1(1-3)　富山市政策監 (経済産業省出向者）

在職年 氏名 就任時
年齢 前職 後職 備考

　　-2012年 無

2012-2015年 斉藤大作 43歳 官房秘書課付 慶応義塾大学経済学部中
退，1992年通商産業省入省

2015-　　年 柳原聡子 52歳 商務流通保安グループ・ガス
安全室長補佐

福井大学教育学部卒業，
1985年通商産業省入省

別表1(1-4)　富山市長

在職年 氏名 就任時
年齢 前職 後職 備考

1986-2002年 正橋正一 60歳 富山市助役 高岡商業高校卒業，1945年
富山県庁入庁
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2002-　　年 森　雅志 47歳 富山県議会議員 中央大学法学部卒業，司法
書士　

別表1(1-5)　富山県知事

在職年 氏名 就任時
年齢 前職 後職 備考

1980-2004年 中沖　豊 53歳 消防大学校校長 東京大学法学部卒業，1950
年地方自治庁入庁

2004-　　年 石井隆一 58歳 消防庁長官 東京大学法学部卒業，1969
年自治省入省

2.宇都宮市の事例
別表2(2-1)　宇都宮市副市長（国土交通省出向者）

在職年 氏名 就任時
年齢

国土交通省内前職
（出向除外）

国土交通省
課長職 備考

　　-2013年 無

2013-2016年 荒川辰雄 49歳 都市局街路交通施設課街路事
業調整官

東京工業大学大学院理工学
研究科土木工学専攻修士課
程修了，1989年建設省入省

2016-　　年 吉田信博 50歳 都市局街路交通施設課街路事
業調整官

大阪大学大学院工学研究科
土木工学専攻修士課程修
了，1990年建設省入省

別表2(2-2)　宇都宮市副市長（国土交通省出向者以外）

在職年 氏名 就任時
年齢 前職 後職 備考

2008-2013年 横松　薫 59歳 宇都宮市総合政策部長 宇都宮市役所入庁

2012-2017年 高井　徹 57歳 宇都宮市総合政策部長 宇都宮市役所入庁

2017-　　年 手塚英和 60歳 宇都宮市総合政策部長 宇都宮市役所入庁

別表2(2-3)　宇都宮市長

在職年 氏名 就任時
年齢 前職 後職 備考

1999-2004年 福田富一 46歳 栃木県議会議員 栃木県知事 栃木県庁入庁

2004-　　年 佐藤栄一 43歳 北関東観光開発代表取締役 明治大学法学部卒業

別表2(2-4)　栃木県知事

在職年 氏名 就任時
年齢 前職 後職

1984-2000年 渡辺文雄 55歳 農林水産省事務次官 東京大学法学部卒業

2000-2004年 福田昭夫 52歳 今市市長 東北大学教育学部卒業

2004-　　年 福田富一 51歳 宇都宮市長 栃木県庁入庁

（年齢，学歴，前職等は，『朝日新聞』，『読売新聞』，『国土交通省・名鑑』（時評社）に基づいている）。
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別表3(3-1)　富山市役所内のLRT化対応部署（2017年3月14日，富山市都市整備部路面電車推進課とのヒヤリング）

年度 対応部署名称
専
従
職
員

兼
担
職
員

部
長
級

課
長
級

一
般
職
員

1998 企画管理部 新幹線等交通対策室 0 3 0 2 1

1999 企画管理部 新幹線等交通対策室 0 4 0 3 1

2000 企画管理部 新幹線等交通対策室 0 4 0 2 2

2001 都市整備部 新幹線等交通対策室 0 9 0 7 2

2002 都市整備部 新幹線等交通対策室 0 9 0 8 1

2003 都市整備部 新幹線・富山駅周辺整備部 0 10 0 7 3

2004 都市整備部 富山港線路面電車化推進室 2 4 0 2 4

別表4(4-1)　宇都宮市役所内のLRT化対応部署（2018年3月14日，宇都宮市行政経営部人事課とのヒヤリング）

年度 対応部署名称

専
従
職
員

兼
担
職
員

部

長

級

次

長

級

課

長

級

主

幹

課
長
補
佐

室

長

係

長

総
括
・
専
任

一
般
職
員

2006 総合政策部 LRT導入推進室 9 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3

2007 総合政策部 LRT導入推進室 9 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3

2008 総合政策部 LRT導入推進室 9 0 0 1 1 0 1 0 1 1 4

2009 総合政策部 LRT導入推進室 8 1 0 1 1 0 1 0 1 1 4

2010 総合政策部 交通政策課新交通システム推進室
（交通政策課内室） 5 3 1 0 1 0 1 1 1 1 2

2011 総合政策部 交通政策課新交通システム推進室
（交通政策課内室） 5 3 1 0 1 0 1 1 1 0 3

2012 総合政策部 交通政策課新交通システム推進室
（交通政策課内室） 6 3 1 0 1 0 1 1 1 0 4

2012. 1月 総合政策部 LRT整備推進室 7 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5

2013 総合政策部 LRT整備推進室 10 1 1 0 1 0 1 0 1 3 4

2014 総合政策部 LRT整備推進室 11 1 1 0 1 1 1 0 2 4 2

2014 建設部 土木管理課 6 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2

2015 建設部 LRT整備室 25 0 0 1 1 0 2 0 4 5 12

2015. 1月 建設部 LRT整備室 26 0 0 1 1 0 2 0 4 5 13

2016 総合政策部 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 建設部 LRT整備室 27 0 0 2 1 0 2 0 4 4 14

2016 建設部 建設用地室 12 0 0 0 1 0 1 0 1 2 7

2017 総合政策部 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 建設部 LRT整備室 31 0 0 2 1 0 2 0 5 7 14

2017 建設部 建設用地室 14 0 0 0 1 0 1 0 1 2 9
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別表5(5-1)　栃木県庁内のLRT化対応部署（2018年3月14日，栃木県県土整備部交通政策課とのヒヤリング）

年度 対応部署名称

専
従
職
員
数

兼
担
職
員
数

課
長
級
数

課
長
補
佐
級

係

長

級

一
般
職
員
数

1993 交通対策課交通体系係 5 1 4
1994 交通対策課交通体系係 5 1 4
1995 交通対策課交通体系係 5 1 4
1996 交通対策課交通体系係 5 1 4
1997 交通対策課交通体系係 5 1 4
1998 交通対策課交通企画担当 6 1 5

1999 交通対策課交通企画担当 6 1 5
都市計画課施設計画係 6 1 5

2000 交通対策課新交通システム担当 5 1 4
都市計画課まちづくり推進担当 13 1 12

2001 交通対策課新交通システム担当 4 1 3
都市計画課特定都市交通施設担当 5 1 4

2002 交通対策課新交通システム担当 4 1 3
都市計画課特定都市交通施設担当 5 1 4

2003 交通対策課新交通システム担当 3 1 2
都市計画課特定都市交通施設担当 5 1 4

2004 交通対策課交通企画担当 6 1 5
都市計画課施設交通計画担当 7 1 6

2005 交通対策課公共交通担当 7 1 6
都市計画課施設交通計画担当 7 1 6

2006 交通対策課公共交通担当 6 1 5
都市計画課施設交通計画担当 5 1 4

2007 交通政策課交通計画担当 4 1 3
2008 交通政策課交通計画担当 4 1 3
2009 交通政策課交通計画担当 5 1 4
2010 交通政策課交通計画担当 5 1 4
2011 交通政策課交通計画担当 5 1 4
2012 交通政策課交通計画担当 5 1 4
2013 交通政策課公共交通担当 7 1 6
2014 交通政策課公共交通担当 6 1 5
2015 交通政策課公共交通担当 6 1 5
2016 交通政策課公共交通担当 6 1 5
2017 交通政策課公共交通担当LRTチーム 3 1 2

※係，担当，チームのトップの役職以外は，一般職員数にカウントした。
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